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北九州市告示第２７号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと

おり道路の区域を変更する。 

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市都市整備局道路部管理課

において、一般の縦覧に供する。 

  令和８年２月９日 

北九州市長 武 内 和 久   

１ 道路の種類 国道 

２ 路線名等 

整理番号 

 

 

路線 名  

 

 

変更

前後

の別 

区域変更の区間 

 

 

幅員 

(ｍ) 

 

延長 

(ｍ) 

 

３２２ ３２２

号 

前 北九州市小倉北区片野四丁

目１９６番地先から 

北九州市小倉南区大字呼野

３４番１地先まで 

6.7 

～ 

65.6 

26,138.2 

  後 北九州市小倉北区片野四丁

目１９６番地先から 

北九州市小倉南区大字呼野

３４番１地先まで 

6.7 

～ 

65.6 

26,137.7 
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北九州市告示第２８号  
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次のと

おり令和８年２月９日から道路の供用を開始する。  
 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市都市整備局道路部管理課

において、一般の縦覧に供する。  
  令和８年２月９日  

北九州市長 武 内 和 久   
１ 道路の種類 国道  
２ 路線名等  

整理番号  路線名  供用開始の区間  

３２２  ３２２号  北九州市小倉北区片野四丁目１９６番地先から  
北九州市小倉南区大字呼野３４番１地先まで  
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北九州市告示第２９号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと

おり道路の区域を変更する。 

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市都市整備局道路部管理課

において、一般の縦覧に供する。 

  令和８年２月９日 

北九州市長 武 内 和 久   

１ 道路の種類 県道 

２ 路線名等 

整理番号 

 

 

路線 名  

 

 

変更

前後

の別 

区域変更の区間 

 

 

幅員 

(ｍ) 

 

延長 

(ｍ) 

 

６３ 長行田

町線 

前 北九州市小倉南区長行東二

丁目１２１番５地先から 

北九州市小倉北区大門一丁

目３６３番２地先まで 

6.8 

～ 

51.1 

10,371.4 

  後 北九州市小倉南区長行東二

丁目１２１番５地先から 

北九州市小倉北区大門一丁

目３６３番２地先まで 

6.8 

～ 

51.1 

10,370.9 

２８１ 下上津

役折尾

線 

前 北九州市八幡西区大平一丁

目２２８番９地先から 

北九州市八幡西区光明一丁

目１７６７番１地先まで 

5.6 

～ 

22.7 

5,953.0 

  後 北九州市八幡西区大平一丁

目２２８番９地先から 

北九州市八幡西区光明一丁

目１７６７番１地先まで 

5.6 

～ 

22.7 

5,953.3 

２７１ 下到津

戸畑線 

前 北九州市小倉北区下到津四

丁目６７番地先から 

北九州市戸畑区旭町１６４

番地先まで 

17.0 

～ 

51.6 

4,104.1 
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  後 北九州市小倉北区下到津四

丁目６７番地先から 

北九州市戸畑区旭町１６４

番地先まで 

17.0 

～ 

51.6 

4,104.2 
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北九州市告示第３０号  
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次のと

おり令和８年２月９日から道路の供用を開始する。  
 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市都市整備局道路部管理課

において、一般の縦覧に供する。  
  令和８年２月９日  

北九州市長 武 内 和 久   
１ 道路の種類 県道  
２ 路線名等  

整理番号  路線名  供用開始の区間  

６３  長行田町

線  
北九州市小倉南区長行東二丁目１２１番５地先か

ら  
北九州市小倉北区大門一丁目３６３番２地先まで  

２８１  下上津役

折尾線  
北九州市八幡西区大平一丁目２２８番９地先から  
北九州市八幡西区光明一丁目１７６７番１地先ま

で  

２７１  下到津戸

畑線  
北九州市小倉北区下到津四丁目６７番地先から  
北九州市戸畑区旭町１６４番地先まで  
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北九州市告示第３１号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと

おり道路の区域を決定する。 

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市都市整備局道路部管理課

において、一般の縦覧に供する。 

  令和８年２月９日 

北九州市長 武 内 和 久   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 

 

路線名 

 

区域決定の区間 

 

幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

３３４８ 南丘３

１号線 

小倉北区南丘一丁目７番地先

から 

小倉北区南丘一丁目６番１地

先まで 

5.7 

～ 

6.3 

43.3 

３４１０ 白萩町

５号線 

小倉北区白萩町１番２３地先

から 

小倉北区白萩町１番１７地先

まで 

6.0 100.7 

２９５０ 長尾１

３号線 

小倉南区長尾四丁目２６０４

番８地先から 

小倉南区長尾四丁目２６０３

番３地先まで 

5.9 

～ 

6.1 

91.2 

３７３９ 富士見

５号線 

小倉南区富士見一丁目８１０

番１３地先から 

小倉南区富士見二丁目５６１

番２地先まで 

9.6 

～ 

11.9 

130.6 

６３５１ 長尾６

０号線 

小倉南区長尾四丁目２６０２

番１０地先から 

小倉南区長尾四丁目２６０２

番７地先まで 

6.0 45.8 

６３５６ 高野２ 小倉南区高野四丁目１４８６ 6.0 44.1 
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８号線 番１３地先から 

小倉南区高野四丁目１４８６

番９地先まで 

６３５７ 津田７

０号線 

小倉南区津田四丁目５６３番

１地先から 

小倉南区津田四丁目５６３番

１０地先まで 

5.0 39.8 

６４１４ 高野２

９号線 

小倉南区高野二丁目１０９１

番７地先から 

小倉南区高野二丁目１０９１

番２２地先まで 

3.6 

～ 

4.6 

90.2 

７０３４ 則松２

０５号

線 

八幡西区則松一丁目１７９１

番６地先から 

八幡西区則松一丁目１７９１

番１２地先まで 

3.9 

～ 

4.0 

56.9 

７０９０ 楠橋東

３号線 

八幡西区楠橋東二丁目９６７

番６地先から 

八幡西区楠橋東二丁目９６７

番４地先まで 

6.0 51.8 

７０９４ 町上津

役西５

３号線 

八幡西区町上津役西四丁目２

０１５番２地先から 

八幡西区町上津役西四丁目２

００５番２８地先まで 

6.0 68.6 

７０９５ 町上津

役西５

４号線 

八幡西区町上津役西四丁目２

００５番１９地先から 

八幡西区町上津役西四丁目２

００５番２３地先まで 

6.0 26.2 

７１１１ 町上津

役西５

５号線 

八幡西区町上津役西三丁目１

７５５番１地先から 

八幡西区町上津役西三丁目１

７５８番２地先まで 

6.0 

～ 

6.2 

73.4 

７１４８ 木屋瀬 八幡西区木屋瀬五丁目１１８ 5.0 93.8 
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１１１

号線 

番４地先から 

八幡西区木屋瀬五丁目１０７

番１地先まで 

～ 

7.1 
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北九州市告示第３２号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと

おり道路の区域を変更する。 

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市都市整備局道路部管理課

において、一般の縦覧に供する。 

  令和８年２月９日 

北九州市長 武 内 和 久   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 

 

 

路線 名  

 

 

変更

前後

の別 

区域変更の区間 

 

 

幅員 

(ｍ) 

 

延長 

(ｍ) 

 

２５６３ 原町別

院２号

線 

前 門司区原町別院１４番１地

先から 

門司区原町別院１３番４地

先まで 

6.0 91.7 

  後 門司区原町別院１４番１地

先から 

門司区原町別院１３番４地

先まで 

6.0 

～ 

6.1 

92.5 

２５７１ 原町別

院１０

号線 

前 門司区原町別院１２番２３

地先から 

門司区原町別院１５番１２

地先まで 

5.9 

～ 

6.2 

149.9 

  後 門司区原町別院１２番２３

地先から 

門司区原町別院１５番１９

地先まで 

5.8 

～ 

7.5 

149.8 

２５７３ 原町別

院１２

号線 

前 門司区原町別院１３番１地

先から 

門司区原町別院１２番２４

地先まで 

6.0 

～ 

6.1 

94.4 
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  後 門司区原町別院１３番１地

先から 

門司区原町別院１２番２４

地先まで 

6.0 

～ 

6.3 

95.7 

７４２ 高峰町

板櫃町

１号線 

前 小倉北区高峰町１１番１地

先から 

小倉北区板櫃町３１番１３

地先まで 

9.6 

～ 

9.9 

972.7 

  後 小倉北区高峰町１１番１地

先から 

小倉北区板櫃町３１番１３

地先まで 

9.6 

～ 

10.0 

972.7 

７４３ 緑ケ丘

井堀１

号線 

前 小倉北区緑ケ丘一丁目２４

０５番２地先から 

小倉北区井堀二丁目１１番

２９地先まで 

7.8 

～ 

10.2 

1,203.4 

  後 小倉北区緑ケ丘一丁目２４

０５番２地先から 

小倉北区井堀二丁目１１番

２９地先まで 

7.8 

～ 

10.7 

1,203.8 

２４２１ 高峰町

４号線 

前 小倉北区高峰町２番１９地

先から 

小倉北区高峰町２１番７地

先まで 

5.6 

～ 

6.0 

402.7 

  後 小倉北区高峰町２番１９地

先から 

小倉北区高峰町２１番７地

先まで 

5.6 

～ 

6.0 

402.7 

２８６１ 南丘６

号線 

前 小倉北区南丘一丁目３番１

地先から 

小倉北区今町三丁目１３０

番１地先まで 

1.0 

～ 

8.4 

462.7 
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  後 小倉北区南丘一丁目３番１

地先から 

小倉北区今町三丁目１３０

番１地先まで 

1.0 

～ 

8.4 

461.0 

７５６ 下南方

高野１

号線 

前 小倉南区下南方一丁目５１

９番１５地先から 

小倉南区高野五丁目１３７

０番１地先まで 

2.7 

～ 

13.2 

1,315.4 

  後 小倉南区下南方一丁目５１

９番１５地先から 

小倉南区高野五丁目１３７

０番１地先まで 

2.7 

～ 

12.9 

1,314.6 

７８８ 津田田

原１号

線 

前 小倉南区津田三丁目７７２

番２地先から 

小倉南区田原四丁目８４１

番１地先まで 

3.5 

～ 

10.1 

1,493.4 

  後 小倉南区津田三丁目７７２

番２地先から 

小倉南区田原四丁目８４１

番１地先まで 

3.5 

～ 

10.1 

1,493.1 

１１８２ 長行西

６号線 

前 小倉南区長尾四丁目１０１

０番２地先から 

小倉南区長行西一丁目２６

０７番４地先まで 

4.8 

～ 

8.9 

303.7 

  後 小倉南区長尾四丁目１０１

０番２地先から 

小倉南区長行西一丁目２６

０７番４地先まで 

4.8 

～ 

8.9 

303.9 

２７２３ 津田２

号線 

前 小倉南区津田四丁目５６４

番１地先から 

小倉南区津田四丁目５７７

番地先まで 

1.4 

～ 

9.0 

377.7 
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  後 小倉南区津田四丁目５６４

番１地先から 

小倉南区津田四丁目５７７

番地先まで 

1.4 

～ 

8.0 

377.8 

２７４１ 津田２

０号線 

前 小倉南区津田三丁目７５９

番２地先から 

小倉南区津田三丁目７２８

番地先まで 

2.0 

～ 

3.4 

82.4 

  後 小倉南区津田三丁目７５７

番２地先から 

小倉南区津田三丁目７２８

番１地先まで 

2.0 

～ 

4.5 

82.8 

２７４３ 津田２

２号線 

前 小倉南区津田三丁目７５０

番地先から 

小倉南区津田三丁目７５９

番地先まで 

2.0 

～ 

5.0 

138.0 

  後 小倉南区津田三丁目７５０

番地先から 

小倉南区津田三丁目７５９

番１地先まで 

2.0 

～ 

4.7 

138.2 

２９５０ 長尾１

３号線 

前 小倉南区長尾四丁目２６０

４番８地先から 

小倉南区長尾四丁目２６０

４番１５地先まで 

5.5 

～ 

6.0 

57.2 

  後 小倉南区長尾四丁目２６０

４番８地先から 

小倉南区長尾四丁目２６０

３番３地先まで 

5.9 

～ 

6.1 

91.2 

２９５７ 長尾２

０号線 

前 小倉南区長尾二丁目３０４

番１地先から 

小倉南区長尾四丁目２５９

９番３地先まで 

5.8 

～ 

9.2 

592.6 
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  後 小倉南区長尾二丁目３０４

番１地先から 

小倉南区長尾四丁目２５９

９番３地先まで 

5.9 

～ 

9.2 

606.4 

２９６３ 長尾２

６号線 

前 小倉南区長尾四丁目１０５

８番１８地先から 

小倉南区長尾四丁目２６０

５番２地先まで 

5.0 

～ 

6.9 

454.0 

  後 小倉南区長尾四丁目１０５

８番１８地先から 

小倉南区長尾四丁目２６０

５番２地先まで 

5.0 

～ 

7.0 

454.1 

２９７２ 長尾３

５号線 

前 小倉南区長尾四丁目２５９

７番１４地先から 

小倉南区長尾四丁目２５９

７番４地先まで 

5.0 

～ 

5.4 

60.0 

  後 小倉南区長尾四丁目２５９

７番１４地先から 

小倉南区長尾四丁目２５９

７番４地先まで 

5.0 59.4 

３７３９ 富士見

５号線 

前 小倉南区富士見二丁目５６

６番３地先から 

小倉南区富士見二丁目５６

１番２地先まで 

11.9 

～ 

12.1 

92.4 

  後 小倉南区富士見一丁目８１

０番１３地先から 

小倉南区富士見二丁目５６

１番２地先まで 

9.6 

～ 

11.9 

130.6 

４５１１ 津田５

４号線 

前 小倉南区津田四丁目４１７

番地先から 

小倉南区津田四丁目４１８

番地先まで 

3.1 

～ 

7.0 

97.9 
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  後 小倉南区津田四丁目４１６

番１地先から 

小倉南区津田四丁目４１８

番地先まで 

1.8 

～ 

3.3 

98.1 

５０３２ 高野２

０号線 

前 小倉南区高野二丁目１０９

３番地先から 

小倉南区高野二丁目１０８

５番４地先まで 

5.0 

～ 

7.1 

57.3 

  後 小倉南区高野二丁目１０９

３番地先から 

小倉南区高野二丁目１０８

５番３地先まで 

4.8 

～ 

5.2 

57.1 

１７８６ 大平１

５号線 

前 八幡西区大平二丁目３９番

１０地先から 

八幡西区大平二丁目１７５

３番１３地先まで 

3.5 

～ 

6.8 

162.1 

  後 八幡西区大平二丁目３９番

１０地先から 

八幡西区大平二丁目１７５

３番１３地先まで 

3.9 

～ 

6.8 

161.9 

２７０６ 楠橋１

０４号

線 

前 八幡西区楠橋東二丁目１１

７１番３地先から 

八幡西区大字楠橋６４７番

１地先まで 

3.2 

～ 

8.7 

538.4 

  後 八幡西区楠橋東二丁目１１

７１番３地先から 

八幡西区楠橋下方一丁目６

４７番１地先まで 

3.2 

～ 

8.7 

537.5 

２７０８ 楠橋１

０６号

線 

前 八幡西区大字楠橋９９３番

３地先から 

八幡西区大字楠橋９５０番

１地先まで 

1.7 

～ 

6.8 

201.4 
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  後 八幡西区楠橋東二丁目９９

０番１地先から 

八幡西区楠橋東二丁目９５

０番１地先まで 

1.7 

～ 

6.8 

200.4 

３１４３ 木屋瀬

６３号

線 

前 八幡西区木屋瀬五丁目１１

２番１地先から 

八幡西区木屋瀬五丁目１５

６地先まで 

3.2 

～ 

9.6 

433.7 

  後 八幡西区木屋瀬五丁目１１

２番１地先から 

八幡西区木屋瀬五丁目１５

６地先まで 

3.2 

～ 

9.6 

433.0 

３１４９ 木屋瀬

６９号

線 

前 八幡西区木屋瀬五丁目１１

２番１地先から 

八幡西区大字野面５６２番

１地先まで 

3.2 

～ 

9.3 

479.2 

  後 八幡西区木屋瀬五丁目１１

２番６地先から 

八幡西区木屋瀬五丁目１５

５番３地先まで 

4.0 

～ 

9.3 

479.3 

４０２０ 則松８

号線 

前 八幡西区則松一丁目２２６

７番１地先から 

八幡西区則松一丁目１７５

０番８地先まで 

3.9 

～ 

8.4 

458.4 

  後 八幡西区則松一丁目２２６

７番１地先から 

八幡西区則松一丁目１７５

０番８地先まで 

3.9 

～ 

8.4 

458.8 

５１３２ 町上津

役西３

４号線 

前 八幡西区町上津役西四丁目

１９３７番地先から 

八幡西区町上津役西四丁目

２０２７番２地先まで 

2.1 

～ 

4.7 

162.3 
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  後 八幡西区町上津役西四丁目

１９３７番１地先から 

八幡西区町上津役西四丁目

２０２７番２地先まで 

2.8 

～ 

5.1 

162.0 

５１３６ 町上津

役西３

８号線 

前 八幡西区町上津役西四丁目

１９１６番地先から 

八幡西区町上津役西四丁目

３００４番１地先まで 

4.8 

～ 

9.4 

397.0 

  後 八幡西区町上津役西四丁目

１９１６番地先から 

八幡西区町上津役西四丁目

３００４番１地先まで 

4.8 

～ 

7.4 

397.1 

１０６６ 一枝２

５号線 

前 戸畑区一枝一丁目２７番１

地先から 

戸畑区一枝一丁目３番１０

地先まで 

5.0 

～ 

9.7 

462.4 

  後 戸畑区一枝一丁目２７番１

地先から 

戸畑区一枝一丁目３番１０

地先まで 

5.0 

～ 

9.7 

464.2 

１０６７ 一枝２

６号線 

前 戸畑区一枝一丁目９番地先

から 

戸畑区一枝一丁目２７番３

地先まで 

5.9 

～ 

6.0 

120.5 

  後 戸畑区一枝一丁目９番１地

先から 

戸畑区一枝一丁目２７番３

地先まで 

8.6 

～ 

13.0 

123.0 
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北九州市告示第３３号  
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次のと

おり令和８年２月９日から道路の供用を開始する。  
 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市都市整備局道路部管理課

において、一般の縦覧に供する。  
  令和８年２月９日  

北九州市長 武 内 和 久   
１ 道路の種類 市道  
２ 路線名等  

整理番号  路線名  供用開始の区間  

２５６３  原町別院

２号線  
門司区原町別院１４番１地先から  
門司区原町別院１３番４地先まで  

２５７１  原町別院

１０号線  
門司区原町別院１２番２３地先から  
門司区原町別院１５番１９地先まで  

２５７３  原町別院

１２号線  
門司区原町別院１３番１地先から  
門司区原町別院１２番２４地先まで  

７４２  高峰町板

櫃町１号

線  

小倉北区高峰町１１番１地先から  
小倉北区板櫃町３１番１３地先まで  

７４３  緑ケ丘井

堀１号線  
小倉北区緑ケ丘一丁目２４０５番２地先から  
小倉北区井堀二丁目１１番２９地先まで  

２４２１  高峰町４

号線  
小倉北区高峰町２番１９地先から  
小倉北区高峰町２１番７地先まで  

２８６１  南丘６号

線  
小倉北区南丘一丁目３番１地先から  
小倉北区今町三丁目１３０番１地先まで  

３３４８  南丘３１

号線  
小倉北区南丘一丁目７番地先から  
小倉北区南丘一丁目６番１地先まで  

３４１０  白萩町５

号線  
小倉北区白萩町１番２３地先から  
小倉北区白萩町１番１７地先まで  
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７５６  下南方高

野１号線  
小倉南区下南方一丁目５１９番１５地先から  
小倉南区高野五丁目１３７０番１地先まで  

７８８  津田田原

１号線  
小倉南区津田三丁目７７２番２地先から  
小倉南区田原四丁目８４１番１地先まで  

１１８２  長行西６

号線  
小倉南区長尾四丁目１０１０番２地先から  
小倉南区長行西一丁目２６０７番４地先まで  

２７２３  津田２号

線  
小倉南区津田四丁目５６４番１地先から  
小倉南区津田四丁目５７７番地先まで  

２７４１  津田２０

号線  
小倉南区津田三丁目７５７番２地先から  
小倉南区津田三丁目７２８番１地先まで  

２７４３  津田２２

号線  
小倉南区津田三丁目７５０番地先から  
小倉南区津田三丁目７５９番１地先まで  

２９５０  長尾１３

号線  
小倉南区長尾四丁目２６０４番８地先から  
小倉南区長尾四丁目２６０３番３地先まで  

２９５７  長尾２０

号線  
小倉南区長尾二丁目３０４番１地先から  
小倉南区長尾四丁目２５９９番３地先まで  

２９６３  長尾２６

号線  
小倉南区長尾四丁目１０５８番１８地先から  
小倉南区長尾四丁目２６０５番２地先まで  

２９７２  長尾３５

号線  
小倉南区長尾四丁目２５９７番１４地先から  
小倉南区長尾四丁目２５９７番４地先まで  

３７３９  富士見５

号線  
小倉南区富士見一丁目８１０番１３地先から  
小倉南区富士見二丁目５６１番２地先まで  

４５１１  津田５４

号線  
小倉南区津田四丁目４１６番１地先から  
小倉南区津田四丁目４１８番地先まで  

６３５１  長尾６０

号線  
小倉南区長尾四丁目２６０２番１０地先から  
小倉南区長尾四丁目２６０２番７地先まで  

６３５６  高野２８

号線  
小倉南区高野四丁目１４８６番１３地先から  
小倉南区高野四丁目１４８６番９地先まで  
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６３５７  津田７０

号線  
小倉南区津田四丁目５６３番１地先から  
小倉南区津田四丁目５６３番１０地先まで  

６４１４  高野２９

号線  
小倉南区高野二丁目１０９１番７地先から  
小倉南区高野二丁目１０９１番２２地先まで  

１７８６  大平１５

号線  
八幡西区大平二丁目３９番１０地先から  
八幡西区大平二丁目１７５３番１３地先まで  

２７０６  楠橋１０

４号線  
八幡西区楠橋東二丁目１１７１番３地先から  
八幡西区楠橋下方一丁目６４７番１地先まで  

２７０８  楠橋１０

６号線  
八幡西区楠橋東二丁目９９０番１地先から  
八幡西区楠橋東二丁目９５０番１地先まで  

３１４３  木屋瀬６

３号線  
八幡西区木屋瀬五丁目１１２番１地先から  
八幡西区木屋瀬五丁目１５６地先まで  

３１４９  木屋瀬６

９号線  
八幡西区木屋瀬五丁目１１２番６地先から  
八幡西区木屋瀬五丁目１５５番３地先まで  

４０２０  則松８号

線  
八幡西区則松一丁目２２６７番１地先から  
八幡西区則松一丁目１７５０番８地先まで  

５１３２  町上津役

西３４号

線  

八幡西区町上津役西四丁目１９３７番１地先から  
八幡西区町上津役西四丁目２０２７番２地先まで  

５１３６  町上津役

西３８号

線  

八幡西区町上津役西四丁目１９１６番地先から  
八幡西区町上津役西四丁目３００４番１地先まで  

７０３４  則松２０

５号線  
八幡西区則松一丁目１７９１番６地先から  
八幡西区則松一丁目１７９１番１２地先まで  

７０９０  楠橋東３

号線  
八幡西区楠橋東二丁目９６７番６地先から  
八幡西区楠橋東二丁目９６７番４地先まで  

７０９４  町上津役

西５３号

線  

八幡西区町上津役西四丁目２０１５番２地先から  
八幡西区町上津役西四丁目２００５番２８地先ま

で  
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７０９５  町上津役

西５４号

線  

八幡西区町上津役西四丁目２００５番１９地先か

ら  
八幡西区町上津役西四丁目２００５番２３地先ま

で  

７１１１  町上津役

西５５号

線  

八幡西区町上津役西三丁目１７５５番１地先から  
八幡西区町上津役西三丁目１７５８番２地先まで  

７１４８  木屋瀬１

１１号線  
八幡西区木屋瀬五丁目１１８番４地先から  
八幡西区木屋瀬五丁目１０７番１地先まで  

１０６６  一枝２５

号線  
戸畑区一枝一丁目２７番１地先から  
戸畑区一枝一丁目３番１０地先まで  

１０６７  一枝２６

号線  
戸畑区一枝一丁目９番１地先から  
戸畑区一枝一丁目２７番３地先まで  
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北九州市公告第９３号 

 一般競争入札により、委託契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年

北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定によ

り次のとおり公告する。 

  令和８年２月９日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

１ 委託内容 

 （１） 業務名 令和８年度領収済通知書保管集配業務 

 （２） 履行の内容等 仕様書等で定めるとおり 

 （３） 履行期間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 （４） 履行場所 仕様書等で定めるとおり 

 （５） 入札方法  

ア 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に 

当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（当該金額に 

    １円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 

   ）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係 

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 

１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

  イ 電送及び郵送による入札は、認めない。 

  ウ 開札の結果、予定価格の制限範囲内での入札がない場合は、直ちに再 

   度入札を行う。 

  エ 入札執行回数は、２回を限度とする。 

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

 （１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること 

  。 

 （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す 

  る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿 

  に記載されていること。 

 （３） 入札を行おうとする委託契約と類似する業務について、この公告の 

日前２年間に、国、地方公共団体等の官公署から受託した実績があること

。 

 （４） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 入札の手続等 
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 （１） 契約条項を示す場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

       北九州市会計室 

  イ 日時 この公告の日から令和８年２月１７日まで（日曜日、土曜日及 

び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日（以下「日曜日等」という。）を除く。）の毎日午前９時から午前１

１時３０分まで及び午後１時から午後４時３０分まで 

（２） 入札関係資料の交付方法 前号の場所及び日時において無償で交付 

する。 

（３） 入札説明会の場所及び日時 入札説明会は行わない。 

 （４） 入札に参加するための要件等 

ア この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者は、所定の期日まで 

に競争参加申出書を提出しなければならない。 

  イ 競争参加申出書の提出は、所定の様式を持参又は郵送することにより 

行わなければならない。 

 （５） 競争参加申出書を提出する場所及び期間 

  ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

       北九州市会計室 

  イ 期間 

   （ア） 持参の場合 

 この公告の日から令和８年２月１７日まで（日曜日等を除く。）の 

毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで 

（イ） 郵送の場合 

書留郵便で令和８年２月１７日午後５時までに必着のこと。 

 （６） 入札及び開札の場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

       北九州市役所本庁舎地下２階第２入札室 

  イ 日時 令和８年２月２４日午前１０時 

４ その他 

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア 言語 日本語 

  イ 通貨 日本国通貨 

 （２） 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条 

   第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 
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  イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５ 

   条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

 （３） 入札の無効 

   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

  イ 申出書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

  エ その他入札の条件に違反した入札 

 （４） 落札者の決定方法 

   契約規則第１３条第 1 項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。また、所定の回

数で落札者がいないときは、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８

号の規定により随意契約に移行する。 

 （５） この契約は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３ 

  の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年

度以降において歳出予算の当該金額について減額又は削減があった場合は

、発注者は、この契約を変更し、又は解除することができる。     

 （６） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在 

  地等 

   北九州市会計室 

   〒８０３－８５０１ 北九州市小倉北区城内１番１号 

   電話 ０９３－５８２－２５１３ 

   ＦＡＸ ０９３－５８１－２４９０ 
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北九州市公告第９４号 

 一般競争入札により、北九州市営住宅コインパーキング設置事業者賃貸借契

約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条

の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「

契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。 

  令和８年２月９日 

北九州市長 武 内 和 久   

１ 調達内容 

 （１） 契約の名称 北九州市営住宅コインパーキング設置事業者賃貸借契 

  約 

 （２） コインパーキングを設置する団地名 北九州市営住宅本城団地 

 （３） 履行の内容等 仕様書に定めるとおり 

 （４） 履行期間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで。ただし

、翌年度以降も１年間単位での更新を可能とし、最長５年（令和１３年３

月３１日まで）の継続使用ができる。 

 （５） 履行場所 北九州市の指示する場所 

 （６） 入札方法 

ア 総価により行う。入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者 

 であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１ 

００に相当する金額を入札書に記載すること。なお、落札決定に当たっ 

ては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する 

金額を加算した金額をもって落札金額とする。 

  イ 電送及び郵送による入札は、認めない。 

  ウ 代理人が入札する場合は、本人の委任状を提出するとともに、入札書 

に代理人の記名押印が必要である。 

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

 （１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること   

  。 

 （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す   

  る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿 

  に記載されていること。 

 （３） コインパーキング施設の設置・運営業務（自らが管理・運営するも  

  のに限る。）について、３年以上の実績を有する者であること。 

 （４） 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 
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３  入札の方法等 

 （１） 契約条項を示す場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

       北九州市都市整備局住宅部住宅管理課 

  イ 日時 公告の日から令和８年２月１６日まで（日曜日、土曜日及び国

民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（

以下「日曜日等」という。）を除く。）の毎日午前９時から午前１２時

まで及び午後１時から午後５時まで 

 （２） 募集要項等の交付方法  前号アの場所において無償で交付する。電  

  子メールでの送付を希望する場合は、北九州市都市整備局住宅部住宅管理 

  課に問合せのこと。 

 （３） 入札説明会  実施しないものとする。 

 （４） 質問の方法 令和８年２月１６日午後５時までに、北九州市都市整 

備局住宅部住宅管理課へ電子メール又はファックスの方法で行うこと。 

なお、それ以外の方法によるものは受け付けない。また、いずれの方法 

による場合も、電話で到達の確認を行うこと。 

 （５） 競争参加の申請書等の提出  この公告に係る一般競争入札に参加を 

  希望する者は、令和８年２月１６日までに入札参加申請書等を北九州市都 

  市整備局住宅部住宅管理課に提出しなければならない。 

 （６）  入札及び開札の場所及び日時 

ア 入札日時  令和８年２月２４日（火）午前１１時 

  イ 開札日時 入札締切り後直ちに行う。 

  ウ  場所  北九州市小倉北区城内１番１号 

       北九州市役所本庁舎地下２階第５入札室 

４ その他 

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア 言語 日本語 

  イ  通貨  日本国通貨 

 （２） 入札保証金及び契約保証金 

  ア  入札保証金  入札貸付料（年額）の６か月分以上。ただし、契約規則 

第５条第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  イ  契約保証金  契約貸付料（年額）の６か月分以上。ただし、契約規則 

第２５条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除す 

る。 

 （３） 入札の無効 
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   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア  この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札及び入札に関 

する条件に違反した入札 

イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ  契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

 （４）  落札者の決定方法  契約規則第１３条第１項の規定により定められ 

  た予定価格の制限の範囲内で最高の価格をもって有効な入札をした者を落 

  札者とする。 

 （５）  契約書作成の要否  要 

 （６）  契約書作成に要する費用は、全て落札者の負担とする。 

 （７）  この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在 

  地等 

   北九州市都市整備局住宅部住宅管理課 

   郵便番号  ８０３－８５０１  北九州市小倉北区城内１番１号 

   電話  ０９３－５８２－２８６２ 

   ファックス  ０９３－５８２－４０２１ 
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北九州市公告第９５号 

 一般競争入札により、北九州市営住宅コインパーキング設置事業者賃貸借契

約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条

の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「

契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。 

  令和８年２月９日 

北九州市長 武 内 和 久   

１ 調達内容 

 （１） 契約の名称 北九州市営住宅コインパーキング設置事業者賃貸借契 

  約 

 （２） コインパーキングを設置する団地名 北九州市営住宅ときわ台団地 

及び吉田団地並びに本城西団地 

 （３） 履行の内容等 仕様書に定めるとおり 

 （４） 履行期間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで。ただし

、翌年度以降も１年間単位での更新を可能とし、最長５年（令和１３年３

月３１日まで）の継続使用ができる。 

 （５） 履行場所 北九州市の指示する場所 

 （６） 入札方法 

ア 総価により行う。入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者 

 であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１ 

００に相当する金額を入札書に記載すること。なお、落札決定に当たっ 

ては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する 

金額を加算した金額をもって落札金額とする。 

  イ 電送及び郵送による入札は、認めない。 

  ウ 代理人が入札する場合は、本人の委任状を提出するとともに、入札書 

に代理人の記名押印が必要である。 

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

 （１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること   

  。 

 （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す   

  る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿 

  に記載されていること。 

 （３） コインパーキング施設の設置・運営業務（自らが管理・運営するも  

  のに限る。）について、３年以上の実績を有する者であること。 
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 （４） 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３  入札の方法等 

 （１） 契約条項を示す場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

       北九州市都市整備局住宅部住宅管理課 

  イ 日時 公告の日から令和８年２月１６日まで（日曜日、土曜日及び国

民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（

以下「日曜日等」という。）を除く。）の毎日午前９時から午前１２時

まで及び午後１時から午後５時まで 

 （２） 募集要項等の交付方法  前号アの場所において無償で交付する。電  

  子メールでの送付を希望する場合は、北九州市都市整備局住宅部住宅管理 

  課に問合せのこと。 

 （３） 入札説明会  実施しないものとする。 

 （４） 質問の方法 令和８年２月１６日午後５時までに、北九州市都市整 

備局住宅部住宅管理課へ電子メール又はファックスの方法で行うこと。 

なお、それ以外の方法によるものは受け付けない。また、いずれの方法 

による場合も、電話で到達の確認を行うこと。 

 （５） 競争参加の申請書等の提出  この公告に係る一般競争入札に参加を 

  希望する者は、令和８年２月１６日までに入札参加申請書等を北九州市都 

  市整備局住宅部住宅管理課に提出しなければならない。 

 （６）  入札及び開札の場所及び日時 

ア 入札日時  令和８年２月２４日（火）午前１０時３０分 

  イ 開札日時 入札締切り後直ちに行う。 

  ウ  場所  北九州市小倉北区城内１番１号 

       北九州市役所本庁舎地下２階第５入札室 

４ その他 

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア 言語 日本語 

  イ  通貨  日本国通貨 

 （２） 入札保証金及び契約保証金 

  ア  入札保証金  入札貸付料（年額）の６か月分以上。ただし、契約規則 

第５条第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  イ  契約保証金  契約貸付料（年額）の６か月分以上。ただし、契約規則 

第２５条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除す 

る。 
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 （３） 入札の無効 

   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア  この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札及び入札に関 

する条件に違反した入札 

イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ  契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

 （４）  落札者の決定方法  契約規則第１３条第１項の規定により定められ 

  た予定価格の制限の範囲内で最高の価格をもって有効な入札をした者を落 

  札者とする。 

 （５）  契約書作成の要否  要 

 （６）  契約書作成に要する費用は、全て落札者の負担とする。 

 （７）  この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在 

  地等 

   北九州市都市整備局住宅部住宅管理課 

   郵便番号  ８０３－８５０１  北九州市小倉北区城内１番１号 

   電話  ０９３－５８２－２８６２ 

   ファックス  ０９３－５８２－４０２１ 
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北九州市交通局管理規程第１号 
北九州市交通局旅費規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

令和８年２月９日 
                 北九州市交通局長 白 石   基 

北九州市交通局旅費規程の一部を改正する規程 
 北九州市交通局旅費規程（昭和４５年北九州市交通局管理規程第５号）の一

部を次のように改正する。 
 第１条中「勤務する職員」の次に「（以下「職員」という 。）」 を加え、「

（以下「職員等」という 。）」 を削る。 
 第２条を次のように改める。 
 （貸切勤務者の旅費） 
第２条 貸切勤務に従事する職員（添乗員を含む。）の旅費の額及び支給基準 
 については、管理者が別に定める。 
 第３条から第６条までを削る。 
 第７条中「職員等の旅費に関しては」を「旅費の取扱いについては」に改め

、「。以下「旅費条例」という。」を削り、同条を第３条とする。 
付 則  

（施行期日）  
１ この規程は、令和８年４月１日から施行する。  
 （経過措置）  
２ この規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が別に定める。  
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